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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

新中央航空株式会社所属セスナ式１５２型ＪＡ３８３９は、昭和６３年１２月１１ 

日１２時３０分ごろ、訓練飛行中、茨城県竜ヶ崎飛行場に着陸の際、ハード・ランデ 

ィングし、前のめりの状態で滑走路上に停止した。

同機には操縦練習生のみが搭乗していたが、死傷はなかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和６３年１２月１２日、運輸大臣から事故発生の通報 

を受け、当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。

1.2.2　調査の実施時期

昭和６３年１２月１２日 現場調査

昭和６３年１２月２０日 機体調査



１．３　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３８３９は、昭和６３年１２月１１日、操縦教員及び操縦練習生が乗り組み、

１１時１５分ごろ竜ヶ崎飛行場を離陸し、同飛行場における連続離着陸訓練４回を含 

む約１時間の飛行訓練を行った。その後、操縦練習生のみが搭乗し、同飛行場におい 

て連続離着陸訓練を１回行った後、滑走路２６へ着陸のため、右場周経路に進入した。

その後の状況については、操縦練習生によれば、

同機は、右場周経路のダウンウインド・レッグを、対地高度約８００フィート、 

エンジン回転数約２，２００rpm、対気速度約９０ノットで飛行した後、ベース・レ 

ッグでエンジン回転数を約１，７００rpmに減少させるとともにフラップ１０度、 

対気速度約７５ノットで降下を開始した。ファイナル・アプローチへの旋回を終 

えた時点での同機の対地高度は約５００フィートであった。操縦練習生は、その 

後フラップ３０度とし、対気速度６０～６５ノットで着陸進入を行い、着陸前、 

エンジン出力を絞って同機が滑走路進入端からやや内側に入ったころに、引き起 

こし操作を行って着陸したところ、同機はバウンドした。

なお、操縦練習生は、着陸の際に行った操作についてよく覚えていないが、引 

き起こし操作を行ったときの高度がやや高かったかも知れない。

とのことであった。

また、当時、滑走路２６進入端の西南西約９００メートルの位置（同滑走路終端の 

南南西約１５０メートル：付図参照）にある同飛行場運航所で、無線により操縦練習 

生を監督していた操縦教員によれば、ファイナル・アプローチでの同機の進入状況は 

ほぼ正常に見えたが、接地直前の状況は、同教員と現場の間にあしが群生していたた 

め見通しが悪く、目撃できなかったとのことである。

同機は、滑走路進入端の約２４０メートル内側に接地してバウンドし、約４０メー 

トル前方に再接地した後、機首をわずかに左に振りながら滑走路上を約４５メートル 

滑走して、滑走路上に前のめりの右傾した状態で停止した。

事故発生時刻は、１２時３０分ごろであった。



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

死傷者はなかった。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度 

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

プロペラ 両ブレード湾曲

前脚 ホイール及びタイヤ・チューブ破損

前脚取付部破損

エンジン・カウリング 右下面に擦過痕

主翼 右翼先端破損

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員その他の関係者に関する情報

操縦練習生 女性 ４０歳

航空機操縦練習許可書 東第６０７号

有効期限 昭和６４年７月１７日

総飛行時間 ８７時間０７分（うち単独飛行２時

間１０分）

同型式機飛行時間 ５７時間４０分

最近３０日間の飛行時間 ３時間００分

操縦教員 男性 ４５歳

上級事業用操縦士技能証明書（飛行機） 第２９３号 昭和６２年６月１０日

限定事項

飛行機陸上単発 

飛行機陸上多発

操縦教育証明 第６０８号 昭和４５年９月２２日

第一種航空身体検査証明書 第１３７１０６２３号



有効期限 昭和６４年２月２日

総飛行時間 １３，８４３時間０５分

同型式機飛行時間 ２，３００時間００分

最近３０日間の飛行時間 ８６時間４０分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 セスナ式１５２型

製造年月日 昭和５３年８月９日

製造番号 １５２８２２２４

耐空証明書 第東６３－５５２号

有効期限 昭和６４年１１月１７日

総飛行時間 ３，０２９時間５６分

2.6.2　エンジン

型式 ライカミング式Ｏ－２３５－Ｌ２Ｃ型

製造番号 Ｌ－２３７２３－１５

製造年月日 昭和５８年１２月５日

総使用時間 ３５６時間５３分

2.6.3　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は１，４０６ポンド、重心位置は３２．２インチと推算され、 

いずれも許容範囲（最大着陸重量１，６７０ポンド、事故当時の重量に対応する重心 

範囲３１．０～３６．０インチ）内にあったものと認められる。

2.6.4　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はシェルＷ－８０で、いずれも規 

格品であった。

２．７　気象に関する情報

操縦教員によると、事故当時の竜ヶ崎飛行場の天気は、晴れ、風２４０度 ３ノッ 

ト、視程は良好であったとのことである。



２．８　その他必要な事項

滑走路２６には、進入端から約２４０メートルの地点に前輪ホイールによる擦過痕 

及び約２８０メートルの地点から同機の停止地点までの約４５メートルの間に、前輪 

ホイールによる擦過痕及びプロペラによる打痕が認められた。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　操縦練習生は、有効な操縦練習許可証を有し、また、操縦教員は、適法な航 

空従事者技能証明及び教育証明並びに有効な航空身体検査証明を有していた。

3.1.2　同機は、有効な耐空証明を有し、かつ、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3　同機は、調査結果から、事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4　当時の気象状況は、事故の発生に関連がなかったものと認められる。

3.1.5　滑走路面の痕跡及び同機の前輪の破損状況から、同機は、操縦練習生の着陸 

接地操作が適切でなかったことにより、機首下げ姿勢で接地して前脚の一部を破損 

し、その後バウンドして再接地し滑走する間に、前脚及びプロペラ等を破損したも 

のと推定される。

４　原因

本事故は、同機が着陸する際、操縦練習生の操縦操作が適切を欠いたため、ハード・ 

ランディングしたことによるものと推定される。
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